
唐津市
か ら つ し

学習用
がくしゅうよう

タブレット端末
たんまつ

活用
かつよう

のルール（中
ちゅう

高学年用
こうがくねんよう

） 
 

         令和
れいわ

３年
ねん

６月
がつ

１日
にち

  唐津市
か ら つ し

教育
きょういく

委員会
いいんかい

 

 

GIGA スクール構想
こうそう

で整備
せいび

した１人
ひとり

１台
いちだい

学習用
がくしゅうよう

タブレット端末
たんまつ

（以下
い か

、タブレット）を、

児童
じどう

生徒
せいと

が安心
あんしん

・安全
あんぜん

で積極的
せっきょくてき

に活用
かつよう

できるようにするため、唐津市
か ら つ し

教育
きょういく

委員会
いいんかい

は「唐津市
か ら つ し

学習用
がくしゅうよう

タブレット端末
たんまつ

活用
かつよう

のルール」を定めました
さだ       

。 

全員
ぜんいん

でこのルールを守り
まも  

、タブレットを正しく
た だ   

活用
かつよう

していきましょう。 

 

１ タブレットを使う
つか  

目的
もくてき

 

・学校
がっこう

で貸
か

し出
だ

すタブレットは、学習
がくしゅう

活動
かつどう

のために使
つか

うことが目的
もくてき

です。 

ゲームなど、学習
がくしゅう

活動
かつどう

以外
いがい

には使いません
つか       

。 
 

２ タブレットを使う
つか  

ときの注意
ちゅうい

 

・学校
がっこう

や先生
せんせい

の指示
し じ

がある場所
ばしょ

以外
いがい

では使用
しよう

しません。 

・タブレットの画面
がめん

は指
ゆび

やタッチペンで軽
かる

くふれる、またはキーボードを使う
つか  

ようにします。

鉛筆
えんぴつ

やペンで触れたり
ふ    

、落書き
ら く が  

をしたり、磁石
じしゃく

を近づけるなどは絶対
ぜったい

にしません。 

・タブレットを閉
と

じるときは、ゆっくりと、ものをはさまないように注意
ちゅうい

します。 

・タブレットを投
な

げたり、たたいたり、持った
も   

まま走
はし

ったり、床
ゆか

や地面
じめん

に置い
お  

たりしません。 

・無く
な  

したり、盗まれたり
ぬ す      

、落として
お    

壊したり
こわ     

、水
みず

にぬらしたりしないように十分
じゅうぶん

に気
き

をつけ

ます。 

・水
みず

がかかるところや湿気
しっけ

の多い
おお  

ところでは使
つか

いません。また、日光
にっこう

が直接
ちょくせつ

当たる
あ   

ところや

ストーブの近く
ちか  

などには置きません
お    

。 

・食べたり
た    

飲んだり
の    

しながら使いません
つか       

。 

・タブレットを持
も

ち運
はこ

ぶときは落
お

とさないように両手
りょうて

で持
も

ちます。 
 

３ 学校
がっこう

で使う
つか  

場合
ばあい

 

・学校
がっこう

でタブレットを使う
つか  

ときは、先生
せんせい

のいうことをよく聞きます
き    

。 

・休み
やす  

時間
じかん

や放課後
ほ う か ご

も、先生
せんせい

が認めた
みと    

こと以外
いがい

に使いませ
つか     

ん。 
 

４ 家
か

庭
てい

で使
つか

う場
ば

合
あい

 

・「家
か

庭
てい

持
も

ち帰
かえ

りのルール」を守
まも

ります。 

※ 基本的
きほんてき

には、タブレットは学校
がっこう

で使用
しよう

します。 

※ 臨時
りんじ

休校
きゅうこう

のときなど、家庭
かてい

にタブレットを持
も

ち帰
かえ

って学習
がくしゅう

を行
おこな

うことがあります。 

そのときは、このルールのほかに「家庭
かてい

持
も

ち帰
かえ

りのルール」を定
さだ

めます。 
 

５ 保管
ほかん

 

・学校
がっこう

での保管
ほかん

は、先生
せんせい

の指示
し じ

に従い
したが  

ます。 

・電源
でんげん

キャビネットにしまうときは、正
ただ

しい向
む

きに入れます。 

・キーボードを外
はず

すのは先生
せんせい

の指示
し じ

がある時
とき

だけです。キーボードを外
はず

した場合
ばあい

は、キーボー

ドを落
お

としたり無
な

くしたりしないように注意
ちゅうい

します。 



６ 健康
けんこう

のために 

・タブレットを 使用
しよう

するときは、正
ただ

しい姿勢
しせい

で画面
がめん

に近づきすぎないように気
き

をつけます。 

・３０分
ふん

に１回
かい

は、遠く
とお  

の景色
けしき

を見
み

るなど、ときどき目
め

を休
やす

ませます。 
 

７ 安全
あんぜん

な使
つか

い方
かた

 

・学習
がくしゅう

に関係
かんけい

ないウェブサイトにアクセスしません。 

・もしもあやしいサイトに入ってしまったときはすぐに画面
がめん

を閉
と

じ、先生
せんせい

に知
し

らせます。 

※ インターネットには制限
せいげん

がかけられています。また、インターネット接続
せつぞく

記録
きろく

が残
のこ

ります

ので、注意
ちゅうい

してください。 
 

８ 個人
こじん

情報
じょうほう

など 

・自分
じぶん

のタブレットを他人
たにん

に貸
か

したり、使
つか

わせたりしません。 

・自分
じぶん

のパスワードは他人
たにん

に教
おし

えません。また、他人
たにん

のパスワードを聞
き

きません。 

・自分
じぶん

や他人
たにん

の個人
こじん

情報
じょうほう

（名前
なまえ

や住所
じゅうしょ

、電話番号
でんわばんごう

、写真
しゃしん

など）はインターネットに絶対
ぜったい

に上
あ

げません。 

・相手
あいて

を傷
きず

つけたり、いやな思
おも

いをさせたりすることを絶対
ぜったい

に書
か

き込
こ

みません。 
 

９ カメラでの撮影
さつえい

 

・先生
せんせい

が許可
きょか

したとき以外
いがい

は、カメラを使
つか

いません。 

・カメラで誰
だれ

かを撮影
さつえい

したり、人
ひと

の家
いえ

や持
も

ち物
もの

などを撮影
さつえい

したりするときは勝手
かって

に撮
と

らず、

必ず
かなら  

撮影
さつえい

する相手
あいて

の許可
きょか

をもらいます。 
 

１０ データの保存
ほぞん

 

・タブレットで作
つく

ったデータやインターネットから取
と

り込
こ

んだデータ（写真
しゃしん

や動画
どうが

など）は、

学習
がくしゅう

活動
かつどう

で先生
せんせい

が許可
きょか

したものだけ保存
ほぞん

します。 
 

１１ 設定
せってい

の変更
へんこう

 

・先生
せんせい

や修理
しゅうり

する人
ひと

が使
つか

いにくくなるので、タブレットのデスクトップのアイコンの並び
ならび

方
かた

や

位置
い ち

、背景
はいけい

の画像
がぞう

、色
いろ

などの設定
せってい

は、勝手
かって

に変
か

えません。 

・タブレットには、今
いま

入
はい

っているもの以外
いがい

のアプリケーションを入
い

れません。また、今
いま

入
はい

って

いるアプリケーションを勝手
かって

に消
け

しません。 
 

１２ 不具合
ふ ぐ あ い

や故障
こしょう

 

・タブレットやインターネットが使
つか

えなくなって、再起動
さいきどう

をしても 

元
もと

に戻
もど

らないときは、すぐに先生
せんせい

に知
し

らせます。 
 

１３ 取
と

り扱
あつか

い 

・「唐津市
か ら つ し

学習
がくしゅう

用
よう

タブレット端末
たんまつ

活用
かつよう

のルール」を守
まも

って、ていねいに使
つか

います。 

※ このルールが守
まも

れないときは、タブレットを使
つか

うことができなくなります。 

※ タブレットは、卒業
そつぎょう

まで使
つか

ったあと、次
つぎ

の入学生
にゅうがくせい

が使
つか

います。次
つぎ

の人
ひと

が使
つか

いやすいよう

に、ていねいに使
つか

ってください。 

※ このルールを守
まも

らずに、タブレットをこわした場合
ばあい

は、修理
しゅうり

費用
ひよう

を負担
ふたん

してもらうことが

あります。 


